
○
農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
第
五
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
農
林
業
経
営
体
等
を
定
め
る
件

平
成
十
六
年
五
月
二
十
日
農
林
水
産
省
告
示
第
千
七
十
一
号

改
正

平
成

十
七
年

十
月

十
一
日
農
林
水
産
省
告
示
第

千
五
百
三
十
二
号

同

十
八
年

三
月
二
十
九
日
同

第

四
百
四
十
二
号

同

二
十
一
年

三
月

十
九
日
同

第

三
百
七
十
一
号

同

二
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
同

第
二
千
八
百
七
十
八
号

同

三
十
年 

十
月
二
十
二
日
同

第

二
千
三
百
三
十
号

令
和

五
年

十
月

十
九
日
同

第

千
三
百
六
十
五
号

○
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
農
林
省
令
第
三
十
九
号
）
第
五
条
第
一
項
、
第
六
条
第
三
項
、

第
七
条
第
一
項
、
第
八
条
、
第
十
条
、
第
十
二
条
第
五
項
、
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
並
び
に

第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
も

の
等
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
十
月
十
九
日

農
林
水
産
大
臣

宮
下

一
郎

（
調
査
客
体
）

第
一
条

農
林
業
セ
ン
サ
ス
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定

め
る
も
の
は
、
試
験
研
究
機
関
、
教
育
機
関
、
福
利
厚
生
施
設
そ
の
他
の
営
利
を
目
的
と
し
な
い
農
林

業
経
営
体
以
外
の
農
林
業
経
営
体
で
あ
っ
て
、
規
則
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
事
業
を
行
う
農
林
業
経

営
体
に
あ
っ
て
は
第
一
号
に
該
当
す
る
も
の
、
規
則
第
二
条
第
二
項
第
五
号
の
事
業
の
う
ち
委
託
を
受

け
て
行
う
素
材
生
産
又
は
立
木
を
購
入
し
て
行
う
素
材
生
産
に
係
る
も
の
（
以
下
「
素
材
生
産
業
」
と

い
う
。
）
を
行
う
農
林
業
経
営
体
に
あ
っ
て
は
第
二
号
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
十
一
条
第
五
項
の
認
定
に
係
る
森
林
経
営

計
画
（
調
査
年
（
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
調
査
年
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）

に
従
っ
て
施
業
を
行
う
者
又
は
保
有
山
林
に
お
い
て
調
査
期
日
（
規
則
第
四
条
に
規
定
す
る
調
査
期

日
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
前
五
年
間
継
続
し
て
育
林
若
し
く
は
伐
採
を
実
施
し
た
者

二

素
材
生
産
業
に
よ
り
調
査
期
日
前
一
年
間
に
二
百
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
素
材
を
生
産
し
た
者 



（
調
査
票
の
様
式
） 

第
二
条 
規
則
第
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
調
査
票
は
、
農
林
業
経
営
体
調
査
に
つ
い
て

は
別
記
様
式
第
一
号
、
農
山
村
地
域
調
査
に
つ
い
て
は
別
記
様
式
第
二
号
及
び
第
三
号
の
と
お
り
と
す

る
。 

（
農
業
集
落
の
区
域
及
び
経
営
体
調
査
区
の
案
の
作
成
） 

第
三
条 

規
則
第
七
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。 

一 

農
業
集
落
の
区
域
の
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
直
近
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス
（
規
則
第
一
条
に
規

定
す
る
農
林
業
セ
ン
サ
ス
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
け
る
農
業
集
落
の
区
域
を
現
況

に
即
し
て
補
正
す
る
方
法 

二 

経
営
体
調
査
区
（
規
則
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経
営
体
調
査
区
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
案
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
直
近
の
農
林
業
セ
ン
サ
ス
に
お
け
る
経
営
体
調
査
区

を
基
礎
と
し
て
一
経
営
体
調
査
区
当
た
り
の
農
林
業
経
営
体
の
数
が
お
お
む
ね
二
十
か
ら
二
十
五
ま

で
と
な
る
よ
う
市
区
町
村
の
区
域
を
区
分
し
て
設
定
す
る
方
法 

（
農
山
村
地
域
の
認
定
及
び
地
域
調
査
区
の
設
定
） 

第
四
条 

規
則
第
八
条
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
基
準
及
び
方
法
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
及
び

方
法
と
す
る
。 

一 

農
山
村
地
域
の
認
定
に
当
た
っ
て
は
、
農
業
集
落
が
存
在
す
る
と
認
め
ら
れ
る
市
区
町
村
又
は
森

林
法
第
七
条
第
一
項
で
定
め
ら
れ
た
森
林
計
画
区
に
含
ま
れ
る
市
区
町
村
に
つ
い
て
、
農
山
村
地
域

と
し
て
認
定
す
る
方
法
。
た
だ
し
、
調
査
年
の
前
年
の
二
月
一
日
か
ら
調
査
期
日
ま
で
の
間
に
市
区

町
村
の
合
併
が
行
わ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
調
査
期
日
に
お
け
る
農
業
集
落
が
存
在
す
る
と
認
め

ら
れ
る
市
区
町
村
又
は
森
林
法
第
七
条
第
一
項
で
定
め
ら
れ
た
森
林
計
画
区
に
含
ま
れ
る
市
区
町
村

に
つ
い
て
、
農
山
村
地
域
と
し
て
認
定
す
る
方
法 

二 

地
域
調
査
区
（
規
則
第
八
条
に
規
定
す
る
地
域
調
査
区
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
設
定
に
当
た
っ
て
は
、
前
号
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
農
山
村
地
域
（
農
業
集
落
が
存
在
す
る
と

認
め
ら
れ
る
市
区
町
村
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
全
域
が
市
街
化
区
域
（
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十

三
年
法
律
第
百
号
）
第
七
条
第
一
項
の
市
街
化
区
域
と
定
め
ら
れ
た
区
域
（
同
法
第
二
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
協
議
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
協
議
が
調
っ
た
も
の
に
限
る
。）
を
い
う
。）

に
含
ま
れ
る
農
業
集
落
及
び
規
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
作
成
し
た
調
査
客
体
候
補
名
簿
に
記
載
さ

れ
て
い
る
調
査
客
体
の
候
補
者
が
居
住
し
て
い
な
い
農
業
集
落
を
除
く
地
域
を
地
域
調
査
区
と
し
て

設
定
す
る
方
法 

（
調
査
客
体
候
補
名
簿
の
作
成
） 



第
五
条 

規
則
第
十
条
の
調
査
客
体
候
補
名
簿
は
、
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
り
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
農
林
業
セ
ン
サ
ス
経
営
体
指
導
員
及
び
農
林
業
セ
ン
サ
ス
経
営
体
調
査
員
に
関
す
る
報
告
事
項
） 

第
六
条 
規
則
第
十
二
条
第
五
項
の
農
林
水
産
大
臣
の
定
め
る
事
項
は
、
農
林
業
セ
ン
サ
ス
経
営
体
指
導

員
及
び
農
林
業
セ
ン
サ
ス
経
営
体
調
査
員
の
総
数
、
男
女
別
、
年
齢
別
及
び
属
性
別
の
数
並
び
に
統
計

調
査
員
と
し
て
の
経
験
の
有
無
と
す
る
。 

（
集
計
及
び
報
告
に
関
す
る
関
係
書
類
等
） 

第
七
条 

規
則
第
十
六
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
関
係
書
類
は
、
市
区
町
村
の
農
林
業
経
営

体
数
報
告
表
と
す
る
。 

２ 

規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
資
料
は
、
調
査
票
の
記
載
内
容
を
集
計
す
る
た

め
の
電
子
計
算
機
の
処
理
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
て
農
林
水
産
省
大
臣
官
房
統
計
部
長
が
別
に
送
付
す
る

も
の
と
す
る
。 

３ 

規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
集
計
表
及
び
関
係
書
類
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。 

４ 

規
則
第
十
六
条
第
二
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
日
は
、
別
表
第
二
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
日
と
す
る
。 

５ 

規
則
第
十
六
条
第
三
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
日
は
、
調
査
年
の
十
月
三
十
一
日
と
す
る
。 

６ 

規
則
第
十
六
条
第
四
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
日
は
、
調
査
年
の
四
月
十
五
日
及
び
十
一
月
十

日
と
す
る
。
た
だ
し
、
四
月
十
五
日
に
送
付
す
る
調
査
票
に
あ
っ
て
は
、
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

送
付
さ
れ
た
調
査
票
（
当
該
都
道
府
県
が
農
林
業
経
営
体
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
都
道
府
県
知
事
は

作
成
し
た
調
査
票
を
含
む
。
）
と
す
る
。 

（
結
果
表
等
の
保
存
） 

第
八
条 

規
則
第
十
九
条
第
一
項
の
農
林
水
産
大
臣
が
定
め
る
市
区
町
村
結
果
表
、
都
道
府
県
結
果
表
及

び
関
係
書
類
は
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
（
第
七
条
第
三
項
関
係
） 

      

関
係
書
類 

集
計
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
客
体
候
補
名
簿
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録 

都
道
府
県
の
農
林
業
経
営
体
数
報
告
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
票
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録 

農
林
業
経
営
体
調
査
速
報
結
果
表
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

作
ら
れ
た
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
） 



別
表
第
二
（
第
七
条
第
四
項
関
係
） 

           

別
表
第
三
（
第
八
条
関
係
） 

           

 

関
係
書
類 

集
計
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
票
を
収
録
し
た
電
磁
的
記
録 

都
道
府
県
の
農
林
業
経
営
体
数
報
告
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
客
体
候
補
名
簿
を
収
録
し
た
電
磁
的

記
録 

農
林
業
経
営
体
調
査
速
報
結
果
表
を
収
録
し
た
電
磁
的
記

録 

調
査
年
の
九
月
十
日 

調
査
年
の
四
月
十
五
日 

調
査
年
の
九
月
十
日 

調
査
年
の
八
月
十
日 

関
係
書
類 

都
道
府
県
結
果
表 

市
区
町
村
結
果
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
客
体
候
補
名
簿 

農
山
村
地
域
調
査
都
道
府
県
結
果
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
都
道
府
県
結
果
表 

農
山
村
地
域
調
査
市
区
町
村
別
結
果
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
農
業
集
落
別
結
果
表 

農
林
業
経
営
体
調
査
市
区
町
村
別
結
果
表 




